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判 例 研 究

〔
判
示
事
項
〕

一　

本
件
訴
訟
提
起
を
報
じ
た
新
聞
記
事
の
見
出
し
に
お
い
て
、
Ｙ

を
「
堂
島
ロ
ー
ル
の
会
社
」
な
ど
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
が
、
Ｙ
を
指
す
名
称
と
し
て
一
般
に
は
認
知
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に

よ
れ
ば
、「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
と
い
う
名
前
を
知
ら
な
い
人
は
、
京

浜
地
区
で
四
二
・
六
％
、
大
阪
・
京
都
・
兵
庫
（
神
戸
市
除
く
）
で

三
一
・
九
％
、
札
幌
市
で
二
三
・
七
％
、
仙
台
市
で
二
一
・
〇
％
、

名
古
屋
市
で
五
七
・
〇
％
、
広
島
市
で
三
一
・
〇
％
、
福
岡
市
で
一

七
・
三
％
で
あ
り
、
モ
ロ
ゾ
フ
が
九
五
％
前
後
、
ゴ
デ
ィ
バ
が

九
〇
％
前
後
、
ユ
ー
ハ
イ
ム
が
八
五
％
前
後
の
認
知
度
で
あ
る
の
に

比
べ
て
、
か
な
り
低
く
、「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
が
、
Ｙ
の
略
称
と
し

て
著
名
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

二　

平
成
一
八
年
に
、
Ｘ
の
権
利
行
使
が
可
能
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

実
際
の
権
利
行
使
ま
で
に
は
三
年
ほ
ど
し
か
経
過
し
て
い
な
い
の
で

あ
り
、
こ
の
程
度
の
期
間
経
過
を
も
っ
て
、
権
利
行
使
が
遅
延
し
た

と
い
う
こ
と
も
困
難
で
あ
り
、
Ｙ
に
係
る
業
務
拡
大
、
売
上
増
、
消

費
者
の
信
頼
形
成
が
、
短
期
間
の
う
ち
に
行
わ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
以
前
に
権
利
行
使
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
以
後
に
行
わ
れ

た
権
利
行
使
が
濫
用
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

判
例
研
究商

号
の
一
部
で
あ
る
標
章
「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
の
使
用
が
、

商
標
法
二
六
条
に
い
う
「
著
名
な
略
称
」
に
当
た
ら
な
い

と
し
て
商
標
権
侵
害
が
認
め
ら
れ
た
事
例

〔
商
法　

五
二
一
〕

）

（
大
阪
地
裁
平
成
二
三
年
六
月
三
〇
日
判
決

平
成
二
二
年
ワ
第
四
四
六
一
号

商
標
権
侵
害
差
止
等
請
求
事
件

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
五
五
号
一
八
四
頁



114

法学研究 85 巻 4 号（2012：4）

〔
参
照
条
文
〕

　

商
標
法
二
条
六
項
・
二
六
条
一
項
一
号
、
民
法
一
条
三
項

〔
事
例
の
概
要
〕

一　

Ｘ
（
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
製
菓
株
式
会
社
）
は
、
昭
和
二
二
年
に
設

立
さ
れ
た
、
菓
子
の
製
造
販
売
等
を
業
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
り
、

株
式
会
社
ビ
ア
ン
ク
ー
ル
（
以
下
「
ビ
ア
ン
ク
ー
ル
」
と
い
う
。）

は
、
そ
の
子
会
社
で
あ
る
。

　

Ｙ
（
株
式
会
社
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
）
は
、
平
成
一
五
年
九
月
に
、
有

限
会
社
サ
ン
ド
ゥ
ル
オ
ン
と
し
て
設
立
さ
れ
、
平
成
一
九
年
七
月
に
、

現
商
号
に
商
号
変
更
し
た
こ
と
に
よ
り
株
式
会
社
へ
移
行
し
た
、
洋

菓
子
の
製
造
販
売
等
を
業
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
。

二　

Ｘ
は
、
次
の
商
標
権
（
以
下
「
本
件
商
標
権
」
と
い
い
、
そ
の

登
録
商
標
を
「
本
件
商
標
」
と
い
う
。）
を
有
し
て
い
る
。

　

登
録
番
号　

第
一
四
七
四
五
九
六
号

　

出
願
年
月
日　

昭
和
五
二
年
六
月
二
九
日

　

登
録
年
月
日　

昭
和
五
六
年
八
月
三
一
日

　

更
新
登
録
年
月
日　

平
成
三
年
一
二
月
二
四
日
、
平
成
一
三
年
四

月
二
四
日

　

指
定
商
品
及
び
役
務
の
区
分　

第
三
〇
類

　

指
定
商
品　

菓
子
、
パ
ン

　

登
録
商
標

　

Ｘ
は
、
昭
和
六
一
年
か
ら
平
成
一
六
年
ま
で
と
平
成
一
九
年
以
降
、

ビ
ア
ン
ク
ー
ル
に
対
し
、
本
件
商
標
を
付
し
た
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
（
以

下
「
Ｘ
商
品
」
と
い
う
。）
を
販
売
し
、
ビ
ア
ン
ク
ー
ル
は
、
バ

レ
ン
タ
イ
ン
商
戦
時
期
（
毎
年
一
月
か
ら
二
月
中
旬
）
に
お
い
て
、

こ
れ
を
小
売
販
売
し
て
い
る
。

三　

Ｙ
は
、
平
成
一
五
年
一
一
月
以
降
、
そ
の
製
造
な
い
し
製
造
委

託
に
係
る
洋
菓
子
（
以
下
「
Ｙ
商
品
」
と
い
う
。）
を
販
売
す
る
に

あ
た
り
、
別
紙
Ｙ
標
章
目
録
記
載
一
な
い
し
九
の
各
標
章
（
以
下
、

同
目
録
の
番
号
に
従
っ
て
「
Ｙ
標
章
一
」
な
ど
と
い
い
、
併
せ
て

「
Ｙ
各
標
章
」
と
い
う
。）
を
、
次
の
と
お
り
使
用
し
て
い
る
（
た
だ

し
、
平
成
二
一
年
一
一
月
以
降
、
Ｙ
標
章
一
な
い
し
六
を
包
装
箱
、

紙
袋
、
保
冷
バ
ッ
グ
に
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
止
し
て
い

る
。）。

　

ア　

包
装
等
に
お
け
る
使
用　
　

Ｙ
は
、
Ｙ
商
品
の
包
装
に
Ｙ
各

標
章
を
付
し
て
い
る
。
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イ　

店
舗
等
に
お
け
る
使
用　
　

別
紙
Ｙ
店
舗
目
録
記
載
の
店
舗

（
以
下
、
同
目
録
の
番
号
に
従
っ
て
「
Ｙ
店
舗
一
」
な
ど
と
い

い
、
併
せ
て
「
Ｙ
各
店
舗
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
、
看
板

（
店
頭
表
示
板
）、
案
内
板
、
外
壁
及
び
入
口
ガ
ラ
ス
壁
面
に
、

Ｙ
各
標
章
が
使
用
さ
れ
い
る
。

　

ウ　

広
告
等
に
お
け
る
使
用　
　

Ｙ
は
、
Ｙ
商
品
に
関
す
る
車
体

広
告
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ウ
ェ
ブ
広
告
、
チ
ラ
シ
な
ど
の

広
告
及
び
取
引
書
類
、
Ｙ
の
会
社
案
内
、
Ｙ
の
運
営
す
る
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
、
Ｙ
各
標
章
を
表
示
し
て
い
る
。

四　

Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
、
本
件
商
標
権
に
基
づ
き
、
Ｙ
各
標
章
の
使

用
禁
止
、
Ｙ
各
標
章
の
抹
消
な
い
し
Ｙ
各
標
章
を
付
し
た
物
の
廃
棄

を
求
め
る
と
共
に
、
不
法
行
為
（
本
件
商
標
権
侵
害
）
に
基
づ
き
、

二
億
四
三
八
〇
万
九
〇
〇
〇
円
の
損
害
賠
償
及
び
こ
れ
に
対
す
る
平

成
二
二
年
二
月
一
八
日
（
訴
状
送
達
の
日
の
翌
日
）
か
ら
支
払
済
み

ま
で
年
五
％
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
て
、
提
訴
し
た
。

な
お
、
Ｙ
標
章
二
な
い
し
四
は
、
本
件
商
標
と
類
似
す
る
こ
と
に
は
、

争
い
が
な
い
。

　

争
点
は
次
の
八
つ
で
あ
る
。

　

⑴　

Ｙ
各
標
章
は
、
本
件
商
標
の
指
定
商
品
又
は
こ
れ
に
類
似
す

る
も
の
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
（
争
点
一
）

　

⑵　

Ｙ
標
章
一
及
び
五
な
い
し
九
は
、
本
件
商
標
に
類
似
す
る
か

（
争
点
二
）

　

⑶　

Ｙ
標
章
四
は
商
標
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
か
（
争
点
三
）

　

⑷　

Ｙ
標
章
二
な
い
し
四
は
、
Ｙ
の
著
名
な
略
称
を
普
通
に
用
い

ら
れ
る
方
法
で
表
示
し
た
も
の
か
（
商
標
法
二
六
条
一
項
一

号
）（
争
点
四
）

　

⑸　

仮
に
⑷
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
Ｙ
は
、
Ｙ
標
章
二
な
い
し

四
を
、
不
正
競
争
の
目
的
で
用
い
た
か
（
商
標
法
二
六
条
二

項
）（
争
点
五
）

　

⑹　

Ｘ
の
損
害
の
発
生
の
有
無
（
争
点
六
）

　

⑺　

Ｘ
の
請
求
は
権
利
濫
用
か
（
争
点
七
）

　

⑻　

Ｘ
の
損
害
額
（
争
点
八
）

　

本
稿
で
は
、
争
点
一
・
二
・
四
・
七
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

　

争
点
に
係
る
当
事
者
の
主
張
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

争
点
一
に
つ
い
て
、
Ｘ
は
、
Ｙ
各
標
章
は
、
本
件
商
標
の
指
定
商

品
の
「
菓
子
」
に
含
ま
れ
る
「
洋
菓
子
」
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
主

張
し
た
の
に
対
し
て
、
Ｙ
は
、
Ｙ
各
標
章
は
、
洋
菓
子
の
小
売
と
い

う
役
務
を
示
す
標
章
と
し
て
使
用
さ
れ
、
本
件
商
標
の
指
定
商
品
を

示
す
標
章
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
、「
洋
菓
子
」
と
い
う
商
品

と
「
洋
菓
子
の
小
売
」
と
い
う
役
務
は
類
似
し
な
い
、
本
件
商
標
に

は
知
名
度
が
な
い
一
方
、
Ｙ
の
店
舗
名
「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
は
知
名

度
が
高
い
か
ら
、
需
要
者
に
出
所
混
同
が
生
じ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
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い
と
し
た
。

　

争
点
二
に
つ
い
て
、
Ｘ
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
Ｙ
標
章
一
、

五
な
い
し
七
は
、本
件
商
標
の
欧
文
字
部
分「M

O
N
CH
O
U
CH
O
U

」

と
、
外
観
（
文
字
構
成
）、
称
呼
（
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
）、
観
念
（
フ

ラ
ン
ス
語
で
「
私
の
お
気
に
入
り
」）
が
同
一
で
あ
る
。
Ｙ
標
章
八
の

構
成
中
、「baby
」
は
基
本
的
な
英
単
語
で
、「M

onchouchou

」

は
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
な
い
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
か
ら
、
需
要
者

は
、
こ
の
二
つ
を
分
離
し
て
認
識
す
る
蓋
然
性
が
高
い
。「baby

」

は
、
小
さ
い
形
状
や
可
愛
ら
し
い
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
を
指
称
す
る

語
と
認
識
さ
れ
る
か
ら
、
識
別
力
が
弱
い
。
外
観
上
も
、

「M
onchouchou

」
と
切
り
離
さ
れ
て
小
さ
く
表
記
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
Ｙ
標
章
八
の
要
部
は
「M

onchouchou
」
で
あ
る
。
Ｙ
標
章

八
の
要
部
「M

onchouchou

」
は
、
本
件
商
標
の
欧
文
字
部
分

「M
O
N
CH
O
U
CH
O
U

」
と
外
観
（
文
字
構
成
）、
称
呼
、
観
念
が

同
一
で
あ
る
。
Ｙ
標
章
九
の
構
成
中
「
ベ
ビ
ー
」
は
識
別
力
が
弱
い

し
、「
ベ
ビ
ー
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
は
、「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
の
姉
妹
ブ

ラ
ン
ド
と
し
て
、「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
と
の
密
接
な
関
係
を
示
す
使

用
態
様
及
び
営
業
形
態
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
需
要
者
も
そ
の
よ
う

に
認
識
し
て
い
る
か
ら
、
Ｙ
標
章
九
の
要
部
は
「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」

で
あ
る
。
Ｙ
標
章
九
の
要
部
「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
は
、
本
件
商
標
の

「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
と
、
外
観
、
称
呼
、
観
念
が
同
一
で
あ
る
。
Ｙ

各
標
章
は
、
本
件
商
標
に
類
似
す
る
。
Ｙ
各
標
章
の
知
名
度
は
、
商

標
の
類
否
判
断
に
無
関
係
で
あ
り
、
本
件
商
標
に
は
、
過
去
二
〇
年

以
上
の
使
用
実
績
に
よ
り
業
務
上
の
信
用
が
化
体
し
て
お
り
、
顧
客

吸
引
力
が
十
分
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
洋
菓
子
が
「
ブ
ラ
ン
ド
名
＋

商
品
名
」
で
識
別
さ
れ
て
い
る
事
実
は
な
く
、
個
別
の
商
品
名
も
重

要
視
さ
れ
て
い
る
。
Ｙ
各
標
章
の
著
名
性
を
示
す
も
の
と
し
て
Ｙ
が

提
出
し
た
証
拠
は
、
い
ず
れ
も
本
件
商
標
の
登
録
後
の
も
の
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
が
、
洋
菓
子
（
ス
イ
ー
ツ
）
を
特
集
し
た
雑
誌
に
他
の
洋

菓
子
と
同
列
程
度
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
、
大
阪
市
内
の
あ
る
地

区
に
存
在
す
る
店
舗
の
一
つ
と
し
て
広
告
的
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
、

関
西
地
区
限
定
の
雑
誌
で
紹
介
さ
れ
た
も
の
、
Ｙ
の
販
売
す
る
堂
島

ロ
ー
ル
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｙ
各
標
章
の
著
名
性

を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
Ｙ
標
章
一
は
、

花
と
文
字
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
、
一
体
と
し
て
の
マ
ー
ク
で
、
本
件

商
標
と
は
外
観
及
び
観
念
が
異
な
る
。
Ｙ
標
章
八
は
、
花
と
文
字
が

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
形
状
と
な
っ
て
お
り
、
本
件
商
標
と
は
外
観
及
び

観
念
が
異
な
る
。
Ｙ
標
章
九
の
「
ベ
ビ
ー
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
を
「
ベ

ビ
ー
」
と
「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
に
区
切
る
理
由
は
な
く
、
不
可
分
一

体
の
も
の
と
し
て
本
件
商
標
と
対
比
す
べ
き
で
あ
る
。
取
引
の
実
情

に
つ
い
て
洋
菓
子
業
界
で
は
、
店
舗
名
が
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
消
費
者



117

判 例 研 究

の
信
頼
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、「
ブ
ラ
ン
ド
名
＋
商
品
名
」
で
、

他
の
商
品
と
の
識
別
が
さ
れ
て
い
る
。「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
は
、
洋

菓
子
店
、
洋
菓
子
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
の
知
名
度
が
高
く
、
Ｙ
を
指
す

も
の
と
し
て
著
名
で
あ
る
一
方
、
Ｘ
商
品
と
し
て
の
知
名
度
は
低
い
。

Ｙ
商
品
の
中
心
は
、
ケ
ー
キ
類
や
焼
き
菓
子
で
あ
り
、
直
営
店
と
百

貨
店
で
直
接
販
売
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｘ
商
品
は
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
用

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
で
あ
り
、
ス
ー
パ
ー
等
の
量
販
店
で
小
売
販
売
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
Ｙ
商
品
は
高
級
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
Ｘ
商
品
は
庶

民
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
本
件
商
標
と
Ｙ
各
標
章
と
は
、
出
所
混

同
の
お
そ
れ
が
な
く
、
類
似
性
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

争
点
四
に
つ
い
て
、
Ｘ
は
、
次
の
主
張
を
行
っ
た
。
Ｙ
各
標
章
は

著
名
で
は
な
い
。
商
標
法
二
六
条
一
項
一
号
は
、
人
格
権
あ
る
い
は

人
格
的
利
益
保
護
の
た
め
に
、
特
定
人
の
自
己
同
一
性
の
表
示
を
可

能
に
す
る
例
外
規
定
で
あ
っ
て
、
必
要
最
小
限
度
の
範
囲
で
認
め
れ

ば
足
り
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
標
法
二
六
条
一
項
一
号
が
適
用
さ
れ

る
の
は
、
書
体
、
表
示
場
所
、
位
置
、
大
き
さ
、
他
の
文
字
と
の
結

合
等
の
表
示
態
様
が
、
商
品
の
製
造
者
・
販
売
者
名
等
を
示
す
方
法

と
し
て
一
般
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
が
、
以
下
の
と
お
り
、
Ｙ
標
章

二
な
い
し
四
の
態
様
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
Ｙ
標

章
二
は
、「
パ
テ
ィ
ス
リ
ー
」
や
「
ス
ウ
ィ
ー
ト
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
」

と
い
っ
た
、
社
名
に
含
ま
れ
な
い
文
字
と
一
連
に
表
示
さ
れ
た
り
、

文
字
の
大
き
さ
や
位
置
が
、
一
般
消
費
者
の
注
意
を
惹
く
よ
う
に
表

示
さ
れ
て
い
る
。
Ｙ
標
章
三
、
四
は
、
Ｙ
の
社
名
が
記
載
さ
れ
て
い

な
い
状
況
で
、
商
品
（
洋
菓
子
）
と
関
連
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、

需
要
者
は
、
洋
菓
子
又
は
洋
菓
子
店
の
出
所
表
示
・
広
告
表
示
と
し

か
理
解
し
な
い
。
Ｙ
標
章
四
は
、
Ｙ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
の

一
部
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
そ
の

も
の
で
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
は
、
次
の
主
張
を
行
っ
た
。
Ｙ
標
章
二
は
、

Ｙ
の
社
名
か
ら
「
株
式
会
社
」
を
除
い
た
略
称
で
あ
る
と
こ
ろ
、
平

成
一
六
年
九
月
に
は
、
雑
誌
に
お
い
て
Ｙ
の
名
称
と
し
て
使
用
さ
れ
、

一
般
に
Ｙ
の
名
称
と
認
識
さ
れ
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
に
Ｙ
の
略
称
と
し

て
著
名
と
な
っ
た
。
仮
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
堂
島
ロ
ー
ル
が

雑
誌
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
平
成
一
七
年
六
月
こ
ろ
に
は
、

一
般
に
Ｙ
の
名
称
と
認
識
さ
れ
、
Ｙ
の
略
称
と
し
て
著
名
と
な
っ
た
。

Ｙ
標
章
三
、
四
は
、
Ｙ
標
章
二
の
フ
ラ
ン
ス
語
表
記
で
あ
る
か
ら
、

Ｙ
標
章
二
と
同
様
、
少
な
く
と
も
平
成
一
六
年
九
月
に
は
、
Ｙ
の
略

称
と
し
て
著
名
と
な
っ
た
。
Ｙ
標
章
二
は
、
特
に
装
飾
を
施
す
こ
と

な
く
、
通
常
の
フ
ォ
ン
ト
を
用
い
て
表
示
さ
れ
て
い
る
し
、
使
用
方

法
も
、
洋
菓
子
の
販
売
元
で
あ
る
Ｙ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
普
通

に
用
い
ら
れ
る
方
法
と
い
え
る
。
Ｙ
標
章
三
は
、
カ
ー
ド
で
使
用
さ

れ
て
い
る
が
、
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に
す
る
洋
菓
子
の
カ
ー
ド
の
表
記
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と
し
て
は
、
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
。
Ｙ
標
章
四
は
、
Ｙ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
の
表
記
の
一

部
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
た
現

代
に
お
い
て
は
、
Ｙ
を
表
す
略
称
と
し
て
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法

で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

争
点
七
に
つ
い
て
、
Ｘ
は
、
以
下
の
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
Ｘ
の
請

求
が
権
利
の
濫
用
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
主
張
し
た
。
㈠
権
利
行

使
の
時
期
に
つ
い
て
、
Ｘ
は
、
平
成
一
八
年
時
点
で
、
Ｙ
各
標
章
の

使
用
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
権
利
行
使
を
怠
っ
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
Ｘ
は
、
平
成
二
一
年
五
月
二
一
日
に
は
、
Ｙ
代
表
者
に
対

し
、
Ｙ
へ
の
申
入
れ
を
検
討
中
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
、
Ｘ
商
品
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
提
示
し
、
本
件
商
標
の
使
用
状
況
の
説
明
を
行
っ

て
い
た
。
Ｙ
は
、
交
渉
経
緯
に
お
い
て
、
商
標
権
侵
害
を
認
め
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
が
本
件
商
標
権
の
譲
渡
に
応
じ
な
い
こ
と

が
判
明
し
た
途
端
に
態
度
を
変
え
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
は
、
や
む
を
得

ず
権
利
行
使
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
㈡
本
件
商
標
の
使
用
状
況
と

し
て
、
Ｘ
は
、
本
件
商
標
に
つ
い
て
、
設
定
登
録
後
間
も
な
く
使
用

を
開
始
し
、
過
去
二
〇
年
以
上
、
ほ
ぼ
継
続
し
て
使
用
し
て
い
た
。

平
成
一
七
年
及
び
平
成
一
八
年
に
本
件
商
標
の
使
用
を
中
断
し
た
の

は
、
本
件
商
標
と
併
記
し
て
使
用
し
て
い
た
「
ビ
ア
ン
ク
ー
ル
」
の

認
知
度
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
量
販
店
向
け
商
品
の
シ
リ
ー

ズ
名
が
必
要
と
な
っ
た
た
め
、
平
成
一
九
年
に
、
既
に
定
着
し
て
い

た
本
件
商
標
の
使
用
を
再
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
再
開
後
も
、
Ｘ
商

品
は
バ
レ
ン
タ
イ
ン
用
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
で
あ
り
、
使
用
態
様
や
パ
ッ

ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
、
商
品
コ
ン
セ
プ
ト
、
販
路
も
変
更
が
な
い
。
㈢

Ｙ
各
標
章
の
使
用
に
つ
き
、
Ｙ
各
標
章
は
、
違
法
行
為
に
よ
っ
て
信

用
が
蓄
積
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
不
正
競
争
防
止
法
で
保
護
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

他
方
、
Ｙ
は
、
以
下
の
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
Ｘ
の
差
止
請
求
・
損

害
賠
償
請
求
は
、
い
ず
れ
も
権
利
の
濫
用
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
㈠

権
利
行
使
の
時
期
情
報
伝
達
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
い
現
代
に
お
い
て
は
、

消
費
者
の
信
頼
は
短
期
間
に
形
成
さ
れ
る
か
ら
、
商
標
権
侵
害
の
事

実
に
対
し
、
速
や
か
に
権
利
行
使
を
行
う
社
会
的
要
請
は
高
い
。
そ

し
て
、
Ｘ
は
、
Ｙ
が
雑
誌
で
紹
介
さ
れ
た
平
成
一
六
年
末
に
は
Ｙ
の

存
在
を
知
っ
て
お
り
、
遅
く
と
も
、
Ｙ
の
知
名
度
が
全
国
的
に
な
り

始
め
た
平
成
一
八
年
に
は
権
利
行
使
が
可
能
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

Ｘ
は
、
Ｙ
各
標
章
の
使
用
を
知
り
な
が
ら
放
置
し
、
Ｙ
の
業
務
が
拡

大
し
、
売
上
額
が
増
加
す
る
の
を
待
っ
て
、
権
利
行
使
を
し
て
き
た
。

㈡
本
件
商
標
の
知
名
度
に
つ
き
、
本
件
商
標
は
、
そ
れ
自
体
出
所
識

別
力
の
強
い
も
の
で
は
な
い
し
、
現
実
に
も
知
名
度
は
低
い
。
他
方
、

「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
は
、
Ｙ
の
店
舗
名
と
し
て
一
般
に
認
知
さ
れ
、

著
名
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｙ
各
標
章
の
使
用
を
差
し
止
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め
れ
ば
、
需
要
者
を
混
乱
さ
せ
、
Ｙ
の
取
引
先
に
も
損
失
を
及
ぼ
す

一
方
、
本
件
商
標
と
Ｙ
各
標
章
を
併
存
さ
せ
て
も
、
需
要
者
に
出
所

混
同
は
生
じ
な
い
し
、
Ｘ
に
も
実
害
は
生
じ
な
い
。
㈢
本
件
商
標
の

使
用
状
況
と
し
て
、
Ｘ
は
、
昭
和
六
一
年
か
ら
使
用
し
て
い
た
本
件

商
標
を
、
平
成
一
七
年
と
平
成
一
八
年
は
使
用
し
て
お
ら
ず
、
Ｙ
各

標
章
が
著
名
と
な
っ
た
平
成
一
九
年
に
な
っ
て
、
再
び
使
用
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
Ｘ
の
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
Ｙ
各
標
章
に
フ
リ
ー
ラ

イ
ド
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
不
正
競
争
防
止
法
に
違
反
す
る
可
能
性

も
あ
る
。

〔
判
　
旨
〕

　

請
求
一
部
認
容
。

　

争
点
一
（
Ｙ
各
標
章
は
、
本
件
商
標
の
指
定
商
品
又
は
こ
れ
に
類

似
す
る
も
の
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
）

　
「
Ｙ
は
、
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
な
ど
の
洋
菓
子
を
製
造
し
、
Ｙ
各
店

舗
…
…
で
販
売
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
店
舗
で
取
り
扱
わ
れ
る
商
品

は
、
箱
や
紙
袋
等
に
包
装
さ
れ
て
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
（
弁
論
の
全
趣
旨
）、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
に
使
用
さ
れ
た
Ｙ

各
標
章
に
つ
い
て
は
、
商
品
で
あ
る
『
洋
菓
子
』
に
使
用
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」

　
「
商
品
と
役
務
の
類
否
に
つ
い
て
は
、
両
者
に
同
一
又
は
類
似
の

商
標
を
使
用
し
た
と
き
に
、
需
要
者
に
お
い
て
、
商
品
又
は
役
務
に

つ
い
て
出
所
の
混
同
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
を
基
準
に
し

て
判
断
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
判
断
に
あ
た
っ
て

は
、
取
引
の
実
情
に
お
い
て
、
商
品
の
製
造
販
売
と
役
務
の
提
供
が

同
一
事
業
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
か
、
商
品
と
役
務
の

用
途
、
商
品
の
販
売
場
所
と
役
務
の
提
供
場
所
、
需
要
者
の
範
囲
等

が
一
致
す
る
か
な
ど
の
事
情
を
、
総
合
的
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
、『
洋
菓
子
』
と
、『
洋
菓
子
の
小
売
』
に
つ
い
て
み
る
に
、

洋
菓
子
は
、
製
造
と
販
売
が
同
一
事
業
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
し
（
争
い
が
な
い
。）、
そ
の
用
途
（
飲
食
）、
商
品

の
販
売
場
所
と
小
売
役
務
の
提
供
場
所
（
店
舗
）、
需
要
者
の
範
囲

（
一
般
消
費
者
）
は
、
い
ず
れ
も
一
致
す
る
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
上
記
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
洋
菓
子
と
い
う
商
品
に
使
用

さ
れ
る
標
章
と
同
一
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
標
章
を
、
洋
菓
子
の
小

売
と
い
う
役
務
に
使
用
し
た
場
合
、
一
般
に
は
、
商
品
の
出
所
と
役

務
の
提
供
者
が
同
一
で
あ
る
と
の
印
象
を
需
要
者
に
与
え
、
出
所
の

混
同
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。」

　
「
Ｙ
あ
る
い
は
Ｙ
商
品
が
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
で
取
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
証
拠
が
提
出
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
成
二
一
年
一
〇
月
に
甲
南
大
学
で
開
催

さ
れ
た
講
演
会
に
お
い
て
、
同
大
学
教
授
か
ら
、『
堂
島
ロ
ー
ル
と
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い
う
商
品
名
が
有
名
す
ぎ
て
、
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
・

店
名
は
陰
に
隠
れ
が
ち
で
あ
る
。』『
今
後
の
課
題
は
企
業
ブ
ラ
ン
ド

を
ど
う
上
げ
て
い
く
か
で
あ
る
。』『
堂
島
ロ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ
が
強

す
ぎ
て
、
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
が
埋
も
れ
て
い
る
。』
と
い
っ
た
指

摘
を
受
け
て
い
る
…
…
。

　

ま
た
、
平
成
二
二
年
九
月
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
、

週
に
一
回
以
上
ス
イ
ー
ツ
（
洋
菓
子
）
を
食
べ
る
（
購
入
す
る
）

二
〇
代
か
ら
五
〇
代
の
女
性
に
対
し
、『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
と
い
う

言
葉
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
は
と
い
う
質
問
を
し
た
と
こ
ろ
、
回

答
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
…
…
。

　

す
な
わ
ち
、
Ｙ
店
舗
が
複
数
存
在
す
る
京
浜
地
区
（
東
京
・
千

葉
・
埼
玉
・
神
奈
川
）
で
も
、『
特
に
な
し
・
知
ら
な
い
・
聞
い
た

こ
と
が
な
い
』
と
の
回
答
が
一
五
・
八
〇
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
、

『
堂
島
ロ
ー
ル
』
が
一
四
・
四
〇
％
、『
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
』
が
一
一
・

〇
〇
％
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
阪
（
Ｙ
店
舗
が
複
数
存
在
す
る
。）・

京
都
・
兵
庫
（
神
戸
市
除
く
）
で
は
、『
堂
島
ロ
ー
ル
』
が
二
六
・

二
〇
％
、『
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
』
が
一
五
・
二
〇
％
と
、
京
浜
地
区
よ

り
は
高
い
も
の
の
、『
特
に
な
し
・
知
ら
な
い
・
聞
い
た
こ
と
が
な

い
』
と
の
回
答
も
一
〇
・
四
〇
％
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
堂
島
ロ
ー

ル
の
認
知
度
が
、
京
浜
地
区
で
八
二
・
二
％
、
大
阪
・
京
都
・
兵
庫

（
神
戸
市
除
く
）
で
九
六
・
〇
％
と
高
い
の
に
対
し
、
そ
の
中
で
、

『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
が
堂
島
ロ
ー
ル
を
製
造
販
売
す
る
会
社
で
あ
る

と
認
識
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
四
六
・
二
％
、
五
六
・
七
％
と
、

半
数
程
度
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
は
、
洋
菓
子
に
比
較
的
関
心

が
高
い
と
い
え
る
需
要
者
層
に
お
い
て
す
ら
、
Ｙ
の
店
舗
名
と
し
て

一
律
に
Ｙ
を
想
起
さ
せ
る
ほ
ど
の
知
名
度
を
有
し
て
い
な
い
と
い
え

る
。」

　
「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
と
ケ
ー
キ
類
や
焼
き
菓
子
は
、
同
一
の
営
業
主

体
が
販
売
す
る
こ
と
も
多
い
し
、
需
要
者
に
お
い
て
も
、
同
じ
『
洋

菓
子
』
の
カ
テ
ゴ
リ
に
あ
る
こ
れ
ら
の
商
品
を
区
別
し
て
、
そ
の
出

所
を
判
断
し
て
い
る
と
は
認
め
難
い
。

　

し
か
も
、
Ｙ
は
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
商
戦
時
期
に
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を

販
売
し
て
お
り
（
争
い
が
な
い
。）、
必
ず
し
も
商
品
が
異
な
る
わ
け

で
も
な
い
。」

　
「
Ｙ
各
標
章
は
、
洋
菓
子
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
洋
菓
子
の
小
売
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
本

件
商
標
の
指
定
商
品
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
使
用
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
。」

　

争
点
二
（
Ｙ
標
章
一
及
び
五
な
い
し
九
は
、
本
件
商
標
に
類
似
す

る
か
）

　
「
本
件
商
標



121

判 例 研 究
　

ア　

外
観

　

本
件
商
標
の
外
観
は
、
別
紙
本
件
商
標
目
録
記
載
の
と
お
り
で
あ

り
、
楷
書
体
で
、
欧
文
字
の
『M

O
N
CH
O
U
CH
O
U

』
を
横
一
列

に
記
載
し
、
そ
の
下
段
に
、
片
仮
名
の
『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
を
横
書

き
で
併
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

イ　

称
呼

　

本
件
商
標
か
ら
は
、『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
と
の
称
呼
が
生
じ
る
。

　

ウ　

観
念

　
『m

on chouchou

』
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
『
私
の
お
気
に
入

り
』
と
の
意
味
で
あ
り
、
本
件
商
標
か
ら
は
、『
私
の
お
気
に
入
り
』

と
の
観
念
が
生
じ
る
（
明
ら
か
な
争
い
は
な
い
。）。」

　
「
Ｙ
標
章
一
の
外
観
は
、
…
…
欧
文
字
の
『M

on chouchou

』

を
飾
り
文
字
で
『M

on

』
と
『chouchou

』
を
上
下
二
段
に
分
け

て
横
書
き
し
、
そ
の
左
側
に
、
バ
ラ
と
思
わ
れ
る
花
の
図
形
を
配
置

し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｘ
は
、
そ
の
主
張
に
お
い
て
、
Ｙ
標
章
一
を
欧

文
字
部
分
の
み
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
、

『
Ｍ
』
の
文
字
の
左
端
を
リ
ボ
ン
状
に
延
ば
し
た
部
分
の
延
長
が
、

花
の
曲
線
状
の
茎
と
重
な
っ
て
お
り
、
花
の
図
形
自
体
が
、『
Ｍ
』

の
文
字
の
一
部
を
構
成
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
左
端
の
リ
ボ
ン

状
は
、
先
に
い
く
に
従
っ
て
細
く
な
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
『
Ｍ
』

の
文
字
の
一
部
が
花
の
図
形
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
Ｙ
標
章
一
は
欧

文
字
と
花
の
図
形
を
組
み
合
わ
せ
た
結
合
商
標
と
解
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
複
数
の
構
成
部
分
を
組
み
合
わ
せ
た
結
合
商
標
と
解

さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
商
標
の
構
成
部
分
の
一
部
を
抽
出
し
、
こ

の
部
分
だ
け
を
他
人
の
商
標
と
比
較
し
て
商
標
そ
の
も
の
の
類
否
を

判
断
す
る
こ
と
は
、
そ
の
部
分
が
取
引
者
、
需
要
者
に
対
し
商
品
又

は
役
務
の
出
所
識
別
標
識
と
し
て
強
く
支
配
的
な
印
象
を
与
え
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
や
、
そ
れ
以
外
の
部
分
か
ら
出
所
識
別
標
識

と
し
て
の
称
呼
、
観
念
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
な
ど
を
除

き
、
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
最
高
裁
平
成
二
〇
年
九
月

八
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
裁
判
集
民
事
二
二
八
号
五
六
一
頁
参
照
）。

　

こ
の
点
、
Ｙ
標
章
一
の
図
形
部
分
は
、
花
と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
な
モ
チ
ー
フ
を
使
用
し
た
デ
ザ
イ
ン
で
あ
っ
て
、
出
所
表
示
と
な

る
よ
う
な
特
段
の
意
味
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、

Ｙ
の
使
用
す
る
標
章
に
一
律
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
Ｙ
標
章
一
は
、
全
体
が
一
つ
の
マ
ー
ク
と
し
て
認
識

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
図
形
部
分
は
飾
り
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
、
図
形
部
分
か
ら
は
、
出
所
識
別
標
識
と
し
て
の
称
呼
、

観
念
は
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。

　

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
標
章
一
の
要
部
で
あ
る
『M

on 
chouchou

』
の
部
分
だ
け
を
抽
出
し
、
本
件
商
標
と
比
較
し
て
類

否
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
Ｙ
標
章
一
の
要
部
の
外
観
は
、
欧
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文
字
の
『M

onchouchou

』
を
二
段
に
分
け
、『M

on

』
を
上
段
に
、

『chouchou

』
を
下
段
に
、
い
ず
れ
も
筆
記
体
で
記
載
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
『
Ｍ
』
の
文
字
は
、
文
字
の
端
が
リ
ボ
ン
状
に
延

び
た
飾
り
文
字
に
な
っ
て
い
る
。
…
…
Ｙ
標
章
一
の
要
部
か
ら
は
、

「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
と
の
称
呼
が
生
じ
る
（
明
ら
か
な
争
い
は
な

い
。）。
…
…
Ｙ
標
章
一
の
要
部
か
ら
は
、『
私
の
お
気
に
入
り
』
と

の
観
念
が
生
じ
る
（
明
ら
か
な
争
い
は
な
い
。）。」

　
「
Ｙ
標
章
八
は
、
Ｙ
標
章
一
の
う
ち
、
図
形
の
花
を
つ
ぼ
み
に
変

え
、
茎
を
増
や
し
た
上
（
な
お
、
Ｙ
標
章
一
に
比
べ
、
花
の
茎
は
、

『
Ｍ
』
の
文
字
の
左
端
と
明
確
に
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、
一
見
し
た

と
こ
ろ
で
は
、
両
者
の
違
い
は
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な
い
。）、
蝶
な
ど

の
図
形
と
、『baby

』
の
文
字
、『from
 T
okyo
』
の
記
載
を
付
加

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｙ
標
章
一
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

そ
の
う
ち
『baby

』
の
部
分
は
、
筆
記
体
で
記
載
さ
れ
た

『M
on chouchou

』
の
部
分
と
は
異
な
っ
て
楷
書
体
で
記
載
さ
れ
、

記
載
態
様
も
、
飾
り
文
字
で
あ
る
『
Ｍ
』
の
左
上
に
、
小
さ
く
付
加

さ
れ
た
形
で
あ
る
た
め
、『M

onchouchou

』
の
部
分
が
、
強
く
印

象
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、『baby

』
は
、
そ
の
意
味
内
容
が
広
く
知
ら
れ
、
日
常
的

に
使
用
さ
れ
て
い
る
英
単
語
で
あ
る
と
こ
ろ
、
形
容
詞
と
し
て
使
用

さ
れ
る
場
合
は
、『
ミ
ニ
』
や
『
プ
チ
』
な
ど
と
同
じ
く
、
小
さ
い

も
の
を
表
す
修
飾
語
と
し
て
、
他
の
言
葉
と
組
み
合
わ
せ
て
使
用
さ

れ
て
お
り
、
単
独
で
出
所
識
別
標
識
と
し
て
の
称
呼
や
観
念
を
生
じ

る
も
の
で
は
な
い
。『from

 T
okyo

』
の
部
分
も
、
地
域
を
示
す
表

示
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
、
単
独
で
出
所
識
別
標
識
と
し
て
の
称
呼

や
観
念
を
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
し
て
、
花
や
蝶
な
ど
の
図
形
部
分
は
、
Ｙ
標
章
一
と
同
様
、
飾

り
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
出
所
識
別
標
識
と

し
て
の
称
呼
や
観
念
は
生
じ
な
い
。

　

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
標
章
八
は
、『M

on 
chouchou

』
の
部
分
が
、
取
引
者
、
需
要
者
に
対
し
商
品
又
は
役

務
の
出
所
識
別
標
識
と
し
て
強
く
支
配
的
な
印
象
を
与
え
て
お
り
、

『M
on chouchou

』
以
外
の
部
分
か
ら
、
出
所
識
別
標
識
と
し
て

の
称
呼
、
観
念
は
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
Ｙ
標
章
八
の
要
部
で
あ
る
『M

on chouchou

』

の
部
分
だ
け
を
抽
出
し
、
本
件
商
標
と
比
較
し
て
類
否
を
判
断
す
べ

き
で
あ
る
。
…
…
Ｙ
標
章
八
の
要
部
の
外
観
は
、
欧
文
字
の
『M

on 
chouchou

』
を
二
段
に
分
け
、『M

on

』
を
上
段
に
、『chouchou

』

を
下
段
に
、
い
ず
れ
も
筆
記
体
で
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
『
Ｍ
』
の
文
字
は
、
文
字
の
端
が
リ
ボ
ン
状
に
延
び
た
飾
り
文
字

に
な
っ
て
い
る
。
…
…
Ｙ
標
章
八
の
要
部
か
ら
は
、『
モ
ン
シ
ュ

シ
ュ
』
と
の
称
呼
が
生
じ
る
（
明
ら
か
な
争
い
は
な
い
。）。
…
…
Ｙ
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標
章
八
の
要
部
か
ら
は
、『
私
の
お
気
に
入
り
』
と
の
観
念
が
生
じ

る
（
明
ら
か
な
争
い
は
な
い
。）。」

　
「
Ｙ
標
章
九
は
、
片
仮
名
の
『
ベ
ビ
ー
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
を
横
一

列
に
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｙ
標
章
九
は
、
全
て
の
文

字
が
、
同
一
の
大
き
さ
・
書
体
・
間
隔
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、

『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
の
部
分
だ
け
が
強
く
支
配
的
な
印
象
を
与
え
る

と
は
言
い
難
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
Ｙ
標
章
九
の
う
ち
『
ベ
ビ
ー
』
の
部
分
は
、
Ｙ

標
章
八
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
単
独
で
出
所
識
別
標
識
と
し
て

の
称
呼
や
観
念
を
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
Ｙ
標
章
九
は
、
Ｙ
店
舗
七
及
び
一
七
の
店
舗
名
で
あ
る
と

こ
ろ
、
Ｙ
店
舗
七
の
開
設
日
は
平
成
二
一
年
六
月
一
七
日
、
Ｙ
店
舗

一
七
の
開
設
日
は
平
成
二
二
年
一
二
月
一
五
日
で
あ
る
。
他
方
、
Ｙ

は
、
平
成
一
五
年
に
『
パ
テ
ィ
シ
ェ
リ
ー
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
の
店
舗

名
で
洋
菓
子
の
販
売
を
開
始
し
、
平
成
一
八
年
三
月
に
現
店
舗
（
本

店
：
Ｙ
店
舗
一
）
に
移
転
し
た
後
、
Ｙ
店
舗
七
の
開
設
日
ま
で
に
一

二
店
舗
を
開
設
し
て
い
る
…
…
。
そ
し
て
、
Ｙ
店
舗
七
は
、
Ｙ
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
「
姉
妹
ブ
ラ
ン
ド
」
と
紹
介
さ
れ
…
…
、

雑
誌
等
で
も
、
同
様
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
他
…
…
、『
モ
ン
シ
ュ

シ
ュ
』
の
新
コ
ン
セ
プ
ト
店
…
…
、
新
ブ
ラ
ン
ド
（
店
）
…
…
と
扱

わ
れ
て
い
る
。
Ｙ
店
舗
一
七
の
雑
誌
で
の
紹
介
文
も
、『
大
丸
東
京

店
で
展
開
し
て
い
る
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
の
ケ
ー
キ
シ
ョ
ッ
プ
』
で
あ

り
…
…
、『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
Ｙ
標
章
九
の
使
用
態
様
を
見
て
も
、
Ｙ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
…
…
は
「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
と
共
に
表
記
さ
れ
て
い
る
し
、
Ｙ
作

成
の
チ
ラ
シ
…
…
に
お
い
て
も
、
Ｙ
標
章
八
の
文
字
部
分
を
、

『baby

』
と
『M

onchouchou

』
と
の
間
に
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
た
上

で
、
一
列
に
記
載
し
た
も
の
と
共
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

Ｙ
店
舗
七
で
使
用
さ
れ
て
い
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
バ
ッ
グ
で
は
、
Ｙ
標

章
九
が
、
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
『
ベ
ビ
ー
』、『
モ
ン
』、

『
シ
ュ
シ
ュ
』
に
区
切
ら
れ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
取
引
の
実
情
に
お
い
て
、
Ｙ
標
章
九
は
、『
モ
ン

シ
ュ
シ
ュ
』
に
『
ベ
ビ
ー
』
を
付
加
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
お

り
、
需
要
者
も
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
Ｙ
標
章

九
は
、『
ベ
ビ
ー
』
と
『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
の
結
合
商
標
で
あ

り
…
…
そ
の
出
所
識
別
力
は
『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
に
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
Ｙ
標
章
九
の
要
部
で
あ
る
『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
の

部
分
だ
け
を
抽
出
し
、
本
件
商
標
と
比
較
し
て
類
否
を
判
断
す
べ
き

で
あ
る
。
…
…
Ｙ
標
章
九
の
要
部
の
外
観
は
、
片
仮
名
の
『
モ
ン

シ
ュ
シ
ュ
』
を
横
一
列
に
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
Ｙ
標
章
九

の
要
部
か
ら
は
、『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
と
の
称
呼
が
生
じ
る
。
…
…
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Ｙ
標
章
九
の
要
部
か
ら
は
、『
私
の
お
気
に
入
り
』
と
の
観
念
が
生

じ
る
（
明
ら
か
な
争
い
は
な
い
。）。」

　
「
Ｙ
は
、
本
件
商
標
は
Ｘ
商
品
の
商
品
名
と
し
て
使
用
さ
れ
、
Ｙ

各
標
章
は
Ｙ
の
ブ
ラ
ン
ド
名
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
洋

菓
子
業
界
で
は
、
一
般
的
な
名
称
が
多
い
商
品
名
で
は
な
く
、
ブ

ラ
ン
ド
名
こ
そ
が
信
頼
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
Ｙ
商
品
の
う
ち
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
だ
け
を
見
て
も
、

『
プ
リ
ン
セ
ス
ロ
ー
ル
』、『
シ
ン
デ
レ
ラ
ロ
ー
ル
』、『
ミ
フ
ァ
』、

『
チ
ュ
ナ
』、『
ピ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
』
な
ど
、
決
し
て
一
般
的
な
洋
菓

子
の
名
称
と
は
い
え
な
い
商
品
名
が
使
用
さ
れ
て
い
る
…
…
。

　

ま
た
、
Ｙ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
…
…
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
…
…
な
ど
、

Ｙ
自
身
が
情
報
発
信
し
て
い
る
も
の
を
含
め
、
Ｙ
商
品
を
紹
介
す
る

文
章
に
は
、
堂
島
ロ
ー
ル
の
ク
リ
ー
ム
・
生
ク
リ
ー
ム
を
使
用
し
て

い
る
こ
と
…
…
、
堂
島
ロ
ー
ル
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
生
地
・
ス
ポ
ン
ジ

生
地
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
…
…
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
堂
島

ロ
ー
ル
と
い
う
商
品
名
が
、
需
要
者
の
注
意
を
惹
い
て
い
る
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。

　

し
か
も
、
本
件
商
標
は
、
特
定
の
商
品
で
は
な
く
、
ビ
ア
ン
ク
ー

ル
が
販
売
す
る
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
シ
リ
ー
ズ
名
の
ひ
と
つ
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
る
…
…
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｙ
の
上
記
主
張
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
事
実
を
欠

く
も
の
と
い
え
る
。

　

…
…
『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
は
、
洋
菓
子
に
比
較
的
関
心
が
高
い
と

い
え
る
需
要
者
層
に
お
い
て
す
ら
、
Ｙ
の
店
舗
名
と
し
て
一
律
に
Ｙ

を
想
起
さ
せ
る
ほ
ど
の
知
名
度
を
有
し
て
い
な
い
。

　

そ
し
て
、『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
に
つ
い
て
、
ビ
ア
ン
ク
ー
ル
の

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
商
品
商
標
と
し
て
認
識
さ
れ
る
割
合
よ
り
も
、
Ｙ

の
店
舗
名
と
し
て
認
識
さ
れ
る
割
合
の
方
が
、
相
対
的
に
高
か
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も
洋
菓
子
へ
の
関
心
が
高
く

な
い
、
一
般
消
費
者
と
い
う
広
範
囲
な
需
要
者
に
お
け
る
、
出
所
混

同
の
お
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
る
。

　

…
…
Ｙ
は
、
Ｘ
商
品
は
バ
レ
ン
タ
イ
ン
用
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
で
あ
り
、

Ｙ
商
品
の
中
心
は
ケ
ー
キ
類
や
焼
き
菓
子
で
あ
っ
て
、
商
品
が
異

な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
出
所
混
同
の
お
そ
れ
を
否
定
す
る
事
情

と
な
ら
な
い
こ
と
は
、
前
記
…
…
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

…
…
Ｙ
は
、
Ｘ
商
品
は
量
販
店
で
小
売
販
売
さ
れ
、
Ｙ
商
品
は
百

貨
店
や
直
営
店
で
直
接
販
売
さ
れ
て
い
る
た
め
、
Ｘ
商
品
は
庶
民
的

な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
Ｙ
商
品
は
高
級
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
主
張

す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
Ｘ
商
品
は
、
こ
れ
ま
で
、
百
貨
店
に
お
い
て
も

販
売
さ
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
…
…
。
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ま
た
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
商
戦
時
期
の
よ
う
に
、
量
販
店
に
お
い
て

も
プ
レ
ゼ
ン
ト
用
の
高
額
商
品
を
置
き
、
百
貨
店
に
お
い
て
も
常
設

の
店
舗
以
外
で
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
販
売
す
る
時
期
に
は
、
同
一
の
営

業
主
体
が
、
量
販
店
と
百
貨
店
の
両
方
の
販
路
を
用
い
て
販
売
活
動

を
行
う
こ
と
は
、
十
分
考
え
ら
れ
る
（
…
…
大
丸
神
戸
店
に
お
い
て
、

ビ
ア
ン
ク
ー
ル
が
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
販
売
を
行
っ
て
い
る
。）。
実
際
、

Ｘ
商
品
も
、
平
成
二
三
年
に
お
い
て
は
、
百
貨
店
と
量
販
店
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
販
売
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
…
…
、
両
方
の

販
路
が
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
、
Ｙ
商
品
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た

通
信
販
売
も
行
わ
れ
て
お
り
…
…
、
Ｙ
商
品
の
販
路
が
、
百
貨
店
や

直
営
店
で
の
直
接
販
売
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

　

…
…
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
本
件
に
お
い
て
は
、
出
所
混

同
の
お
そ
れ
を
否
定
す
る
よ
う
な
取
引
の
実
情
は
存
在
し
な
い
と
い

え
る
。」

　

争
点
四
（
Ｙ
標
章
二
な
い
し
四
は
、
Ｙ
の
著
名
な
略
称
を
普
通
に

用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
し
た
も
の
か
）

　
「
本
件
訴
訟
提
起
を
報
じ
た
平
成
二
二
年
一
月
二
一
日
付
け
新
聞

記
事
の
見
出
し
の
う
ち
Ｙ
に
関
す
る
記
載
は
、
読
売
新
聞
が
『
堂
島

ロ
ー
ル
製
造　

モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
を
提
訴
』
…
…
、
産
経
新
聞
が
『
堂

島
ロ
ー
ル
販
売
元
を
損
賠
提
訴
』
…
…
、
毎
日
新
聞
が
『
堂
島
ロ
ー

ル
の
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
を
訴
え
』
…
…
、
日
刊
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
が

『「
堂
島
ロ
ー
ル
」
の
会
社
を
提
訴
』
…
…
、
神
戸
新
聞
が
『「
堂
島

ロ
ー
ル
」
社
を
提
訴
』
…
…
、
日
本
経
済
新
聞
が
『「
堂
島
ロ
ー
ル
」

の
会
社
を
提
訴
』
…
…
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
全
国

紙
を
含
む
各
紙
が
、
見
出
し
に
お
い
て
、
Ｙ
を
『
堂
島
ロ
ー
ル
の
会

社
』
あ
る
い
は
『
堂
島
ロ
ー
ル
を
製
造
販
売
し
て
い
る
モ
ン
シ
ュ

シ
ュ
』
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
こ
の
時
点
で
、『
モ
ン

シ
ュ
シ
ュ
』
が
、
Ｙ
を
指
す
名
称
と
し
て
一
般
に
は
認
知
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
日
本
経
済
新
聞
の
記
事
に
は
、
堂
島

ロ
ー
ル
と
の
関
連
づ
け
を
行
う
こ
と
な
く
『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
の
名

称
が
見
出
し
に
出
て
い
る
も
の
も
存
在
す
る
が
…
…
、
こ
れ
ら
は
経

済
界
向
け
の
記
事
で
あ
り
、
需
要
者
で
あ
る
一
般
消
費
者
向
け
の
記

事
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
…
…
平
成
二
二
年
九
月
段
階
で
行
わ
れ
た
、
週
に
一
回
以

上
ス
イ
ー
ツ
（
洋
菓
子
）
を
食
べ
る
（
購
入
す
る
）
二
〇
代
か
ら

五
〇
代
の
女
性
を
対
象
と
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
…
…
に
よ
れ
ば
、

『
堂
島
ロ
ー
ル
』
を
知
っ
て
い
る
人
の
中
で
も
、『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』

と
い
う
名
前
を
知
ら
な
い
人
は
、
京
浜
地
区
で
四
二
・
六
％
存
在
し
、

大
阪
・
京
都
・
兵
庫
（
神
戸
市
除
く
）
に
お
い
て
す
ら
三
一
・
九
％

存
在
す
る
。
ま
た
、
同
年
一
〇
月
段
階
で
行
わ
れ
た
同
様
の
ア
ン
ケ

ー
ト
の
結
果
…
…
に
お
い
て
も
、
洋
菓
子
の
営
業
標
章
と
し
て
の
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『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
の
認
知
度
は
、
札
幌
市
（
Ｙ
の
店
舗
が
存
在
す

る
。）
で
二
三
・
七
％
、
仙
台
市
（
Ｙ
の
店
舗
が
存
在
し
な
い
。）
で

二
一
・
〇
％
、
名
古
屋
市
（
Ｙ
の
店
舗
が
存
在
す
る
。）
で
五
七
・
〇

％
、
広
島
市
（
Ｙ
の
店
舗
が
存
在
す
る
。）
で
三
一
・
〇
％
、
福
岡

市
（
Ｙ
の
店
舗
が
存
在
し
な
い
。）
で
一
七
・
三
％
で
あ
る
。
こ
の

数
字
は
、
同
じ
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
全
市
で
、
モ

ロ
ゾ
フ
が
九
五
％
前
後
、
ゴ
デ
ィ
バ
が
九
〇
％
前
後
、
ユ
ー
ハ
イ
ム

が
八
五
％
前
後
の
認
知
度
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
か
な
り
低
い
と
い

え
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
が
、
Ｙ
の
略

称
と
し
て
著
名
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」

　

争
点
七
（
Ｘ
の
請
求
は
権
利
濫
用
か
）
に
つ
い
て

　
「
登
録
商
標
の
商
標
権
者
で
あ
っ
て
も
、
登
録
商
標
の
商
標
権
の

侵
害
を
主
張
す
る
こ
と
が
、
客
観
的
に
公
正
な
競
争
秩
序
を
乱
す
場

合
は
、
権
利
の
濫
用
に
当
た
り
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る

（
最
高
裁
平
成
二
年
七
月
二
〇
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
四
四
巻

五
号
八
七
六
頁
参
照
）。

　

そ
し
て
、
Ｙ
は
、
①
Ｘ
の
権
利
行
使
が
速
や
か
に
行
わ
れ
な
か
っ

た
こ
と
、
②
『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
は
一
般
に
Ｙ
の
店
舗
名
と
し
て
認

知
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
Ｘ
が
Ｙ
各
標
章
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
し
て
い

る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
Ｘ
の
請
求
が
権
利
濫
用
で
あ
る
と
主
張
す

る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
上
記
②
の
事
実
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
以
下
、
上
記
①
、

③
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

…
…
本
件
訴
訟
前
に
お
い
て
、
Ｘ
と
Ｙ
が
交
渉
を
行
っ
た
の
は
、

平
成
二
一
年
五
月
以
降
で
あ
る
と
こ
ろ
（
争
い
が
な
い
。）、
Ｙ
は
、

Ｘ
は
、
平
成
一
六
年
末
に
は
Ｙ
の
存
在
を
知
り
、
遅
く
と
も
、
平
成

一
八
年
に
は
権
利
行
使
が
可
能
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
上
記
Ｙ
の
主
張
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な

い
。

　

ま
た
、
平
成
一
八
年
に
、
Ｘ
の
権
利
行
使
が
可
能
に
な
っ
た
と
し

て
も
、
実
際
の
権
利
行
使
ま
で
に
は
三
年
ほ
ど
し
か
経
過
し
て
い
な

い
の
で
あ
り
、
こ
の
程
度
の
期
間
経
過
を
も
っ
て
、
権
利
行
使
が
遅

延
し
た
と
い
う
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｙ
に
係
る
業
務
拡

大
、
売
上
増
、
消
費
者
の
信
頼
形
成
が
、
短
期
間
の
う
ち
に
行
わ
れ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
権
利
行
使
を
行
う
必
要
が
あ
り
、

そ
れ
以
後
に
行
わ
れ
た
権
利
行
使
が
濫
用
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

…
…
Ｘ
は
、
本
件
商
標
に
つ
い
て
、
昭
和
五
六
年
八
月
三
一
日
に

登
録
を
受
け
、
昭
和
六
一
年
か
ら
平
成
一
六
年
ま
で
継
続
使
用
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
平
成
一
七
年
及
び
平
成
一
八
年
に
使
用
を
中
断
し
、
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平
成
一
九
年
か
ら
使
用
を
再
開
し
て
い
る
…
…
。

　

も
っ
と
も
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
商
戦
時
期
に
商
品
を
販
売
す
る
た
め

に
は
、
前
年
の
三
月
こ
ろ
か
ら
準
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
か
ら
…
…
、
平
成
一
九
年
の
バ
レ
ン
タ
イ
ン
商
戦
時
期
に
Ｘ
商

品
を
販
売
す
る
に
あ
た
り
、
Ｘ
は
、
平
成
一
八
年
三
月
こ
ろ
に
は
、

本
件
商
標
の
使
用
再
開
を
決
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
平
成
一
八
年
と
い
う
と
、
Ｙ
が
、
同
年
一
月
に
、
従
業

員
を
大
幅
に
増
や
し
て
、
新
た
に
開
設
し
た
工
場
で
の
製
造
を
開
始

し
、
同
年
三
月
に
、
現
在
の
本
店
（
Ｙ
店
舗
一
）
に
移
転
し
、
洋
菓

子
の
販
売
を
本
格
的
に
開
始
し
た
時
期
で
あ
る
が
…
…
、
こ
の
こ
ろ
、

Ｙ
各
標
章
に
、
Ｘ
に
よ
る
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
が
行
わ
れ
る
ほ
ど
の
知
名

度
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

…
…
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
の
権
利
濫
用
の
抗
弁
に
は

理
由
が
な
い
。」

〔
研
　
究
〕

　

判
旨
賛
成
。

　

一　

本
件
は
、
Ｘ
が
、
Ｙ
に
対
し
、
本
件
商
標
権
に
基
づ
き
、
Ｙ

各
標
章
の
使
用
禁
止
、
Ｙ
各
標
章
の
抹
消
な
い
し
Ｙ
各
標
章
を
付
し

た
物
の
廃
棄
を
求
め
る
と
共
に
、
不
法
行
為
（
本
件
商
標
権
侵
害
）

に
基
づ
き
、
二
億
四
三
八
〇
万
九
〇
〇
〇
円
の
損
害
賠
償
及
び
こ
れ

に
対
す
る
平
成
二
二
年
二
月
一
八
日
（
訴
状
送
達
の
日
の
翌
日
）
か

ら
支
払
済
み
ま
で
年
五
％
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
て
訴

え
を
提
起
し
た
事
件
で
あ
る
。

　

Ｙ
は
、
自
社
商
品
の
堂
島
ロ
ー
ル
の
大
ヒ
ッ
ト
に
よ
り
、
メ
デ
ィ

ア
の
露
出
が
急
増
し
、
近
年
、
非
常
に
注
目
を
集
め
て
い
る
企
業
で

あ
る
。
判
決
文
で
は
一
七
店
舗
展
開
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

現
在
で
は
さ
ら
に
店
舗
数
が
増
加
し
、
さ
ら
に
東
京
・
銀
座
に
一
〇

〇
％
出
資
の
子
会
社
に
よ
る
別
ブ
ラ
ン
ド
の
店
舗
を
有
し
、
中
国
・

上
海
に
も
進
出
し
て
い
る
（
Ｙ
サ
イ
ト
「
会
社
概
要
」http://

m
on-chouchou.com

/com
pany.htm

l

）。

　

他
方
、
Ｘ
も
洋
菓
子
業
界
の
老
舗
で
あ
り
、
株
式
会
社
と
し
て
の

設
立
は
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
年
）
で
あ
る
が
、
社
名
に
も
な
っ

て
い
る
創
業
者
の
ロ
シ
ア
人
、
マ
カ
ロ
フ
・
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
が
神
戸

で
営
業
を
開
始
し
た
の
が
一
九
二
三
年
（
大
正
一
二
年
）
で
あ
る

（
Ｘ
サ
イ
ト
「
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
の
歴
史
」http://w

w
w
.

goncharoff.co.jp/com
/f_rekishi02.htm

l

）。

　

こ
の
よ
う
な
両
者
が
、
商
標
権
侵
害
を
争
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

社
会
的
に
注
目
を
集
め
た
事
件
で
あ
る
。
判
決
文
中
に
も
あ
る
と
お

り
、
Ｘ
が
Ｙ
を
提
訴
し
た
こ
と
が
各
紙
で
報
じ
ら
れ
、
本
判
決
が
出

さ
れ
た
際
に
も
紙
面
が
割
か
れ
た
（
朝
日
新
聞
二
〇
一
一
年
七
月
一

日
朝
刊
三
四
頁
「『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
は
商
標
侵
害
』
堂
島
ロ
ー
ル
の
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会
社
、
敗
訴　

大
阪
地
裁
」、
日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
一
年
七
月
一

日
大
阪
朝
刊
一
六
頁
「
堂
島
ロ
ー
ル
製
造
会
社
、『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』

使
用
差
し
止
め
、『
同
名
チ
ョ
コ
の
商
標
侵
害
』」、
毎
日
新
聞
二
〇

一
一
年
七
月
一
日
大
阪
朝
刊
二
九
頁
「
損
賠
訴
訟
：『
モ
ン
シ
ュ

シ
ュ
』
使
用
認
め
ず　
『
堂
島
ロ
ー
ル
』
の
会
社
敗
訴
︱
︱
大
阪
地

裁
判
決
」、
読
売
新
聞
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
大
阪
朝
刊
三
六
頁

「
堂
島
ロ
ー
ル
の
会
社　

敗
訴　
『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
マ
ー
ク
禁
止　

ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
の
商
標
侵
害
」）。

　

な
お
、
そ
の
後
の
各
紙
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
は
、
本
判
決
を
不

服
と
し
て
控
訴
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
朝
日
新
聞
二
〇
一
一
年
七

月
六
日
朝
刊
三
二
頁
「『
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
』
社
、
控
訴　

標
章
を
め

ぐ
る
訴
訟
で
」、
毎
日
新
聞
二
〇
一
一
年
七
月
六
日
大
阪
朝
刊
二
八

頁
「
損
賠
訴
訟
：
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
が
控
訴
」、
読
売
新
聞
二
〇
一
一

年
七
月
六
日
東
京
朝
刊
三
七
頁
「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
社
が
控
訴
」）。

　

二　

Ｙ
各
標
章
が
、
本
件
商
標
の
指
定
商
品
又
は
こ
れ
に
類
似
す

る
も
の
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
が
争
点
一
で
あ
る
。

　

商
標
権
者
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
登
録
商
標
の

使
用
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
（
商
標
法
二
五
条
本
文
）。
し
た

が
っ
て
、
商
標
権
者
は
自
己
の
登
録
商
標
を
無
断
で
使
用
さ
れ
れ
ば
、

そ
れ
は
当
然
に
権
利
侵
害
と
な
り
、
差
止
め
や
損
害
賠
償
を
請
求
で

き
る
（
商
標
法
三
六
条
一
項
、
民
法
七
〇
九
条
）。
し
か
し
、
自
己

の
登
録
商
標
と
同
一
の
も
の
の
無
断
使
用
の
み
が
商
標
権
侵
害
と
す

る
と
、
若
干
で
も
異
な
る
商
標
の
使
用
に
対
し
て
は
何
も
主
張
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
類
似
の
商
標
の
出
現
に
よ
っ
て
、
多
大
な
損
害
を

被
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
商
標
法
は
、
指
定
商
品
若
し
く
は
指

定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
又
は
指
定

商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い

て
の
登
録
商
標
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
な
ど
も
、

権
利
侵
害
と
み
な
し
、
商
標
権
者
が
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
て
い
る
（
商
標
法
三
七
条
）。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、

商
標
権
者
は
も
と
よ
り
、
需
要
者
の
利
益
も
保
護
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
商
標
法
一
条
に
も
資
す
る
。

　

本
件
商
標
の
指
定
商
品
は
、
菓
子
・
パ
ン
で
あ
る
。
Ｙ
が
、
堂
島

ロ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
洋
菓
子
の
包
装
に
Ｙ
各
標
章
を
使
用
し
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
Ｙ
が
、
Ｙ
各
標
章
は
洋
菓
子
の
小
売
と
い
う
役
務

を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
洋
菓
子
と
い
う
商
品
と
洋

菓
子
の
小
売
と
い
う
役
務
と
は
類
似
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

　

商
標
法
二
条
六
項
は
、
商
品
と
役
務
が
類
似
す
る
こ
と
が
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
平
成
三
年
改
正
で
役

務
商
標
制
度
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

（
当
時
は
二
条
四
項
）。
そ
れ
以
前
は
、
商
品
商
標
の
み
が
認
め
ら
れ
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て
お
り
、
商
品
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
同
一
の
出
所
に
よ
る
も
の
で

あ
る
か
の
ご
と
き
出
所
の
混
同
の
お
そ
れ
を
も
っ
て
類
否
判
別
の
メ

ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
混
同
説
が
、
判
例
（
最
判
昭
和
四
三
年
一
一
月

一
五
日
民
集
二
二
巻
一
二
号
二
五
五
九
頁
）
で
あ
り
、
特
許
庁
の
類

似
商
品
基
準
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
混
同
説
に
従
え
ば
、

当
然
、
商
品
と
役
務
と
で
出
所
が
混
同
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
し
た

が
っ
て
、
同
項
が
確
認
規
定
と
し
て
定
め
ら
れ
た
（
特
許
庁
総
務
部

総
務
課
工
業
所
有
権
制
度
改
正
審
議
室
編
『
サ
ー
ビ
ス
マ
ー
ク
登
録

制
度
』
三
四
頁
以
下
）。

　

こ
の
点
、「
土
地
の
売
買
、
建
物
の
売
買
」
を
指
定
役
務
と
す
る

登
録
商
標
の
商
標
権
者
が
、
そ
の
登
録
商
標
と
類
似
す
る
名
称
を
付

し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
「
建
物
」
と
い
う
商
品
を
販
売
し
た
被

告
に
対
し
、
商
標
権
侵
害
を
理
由
と
し
て
、
当
該
名
称
等
の
使
用
の

差
止
め
及
び
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
が
あ
り
、「
建
物
の
売
買
」

と
い
う
役
務
と
「
建
物
」
と
い
う
商
品
と
の
間
で
は
、
一
般
的
に
右

役
務
提
供
の
主
体
た
る
事
業
者
は
「
建
物
」
と
い
う
商
品
の
販
売
主

体
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
需
要
者
も
一
致
す
る
か
ら
、
役
務
と
商
品

と
の
間
に
お
い
て
出
所
の
混
同
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め

ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、「
建
物
」
と
い
う
商
品
は
、「
建
物
の
売
買
」

と
い
う
役
務
に
類
似
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
（
東
京
地

判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
一
日
判
時
一
七
〇
一
号
一
五
二
頁
、
判
タ

一
〇
一
九
号
二
五
〇
頁
）。

　

本
判
決
も
混
同
説
に
従
い
、
洋
菓
子
と
い
う
商
品
と
洋
菓
子
の
小

売
と
い
う
役
務
に
つ
い
て
類
似
を
認
め
た
が
、
妥
当
な
結
論
で
あ
る

（
知
名
度
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
は
後
述
）。

　

た
だ
し
、
Ｘ
は
、
も
と
も
と
、
Ｙ
各
標
章
が
本
件
商
標
の
指
定
商

品
の
「
菓
子
」
に
含
ま
れ
る
「
洋
菓
子
」
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
主

張
し
、
判
決
は
、
そ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

時
点
で
争
点
一
は
決
着
が
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｙ
の
す
る

主
張
、
つ
ま
り
Ｙ
各
標
章
は
洋
菓
子
の
小
売
と
い
う
役
務
を
示
す
も

の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
洋
菓
子
と
い
う
商
品
と
洋
菓
子
の
小

売
と
い
う
役
務
と
は
類
似
し
な
い
と
い
う
点
は
、
と
く
に
判
断
を
示

す
必
要
が
な
く
、
こ
の
部
分
は
い
わ
ゆ
る
「
な
お
書
き
」
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

三　

Ｙ
標
章
一
及
び
五
な
い
し
九
は
、
本
件
商
標
に
類
似
す
る
か

が
、
争
点
二
で
あ
る
。

　

判
決
は
、
Ｙ
標
章
一
を
結
合
商
標
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
平
成
二

〇
年
九
月
八
日
の
つ
つ
み
の
お
ひ
な
っ
こ
や
事
件
最
高
裁
判
決
を
引

用
し
な
が
ら
、
結
局
、
Ｙ
標
章
一
は
、
全
体
が
一
つ
の
マ
ー
ク
と
し

て
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
図
形
部
分
は
飾
り
で
あ
り
、
出
所
識

別
標
識
と
し
て
の
称
呼
、
観
念
は
生
じ
ず
、
Ｙ
標
章
一
の
要
部
で
あ

る
「M

on chouchou
」
の
部
分
だ
け
を
抽
出
し
、
本
件
商
標
と
比
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較
し
て
類
否
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

　
「
商
標
」
と
は
、
文
字
、
図
形
、
記
号
若
し
く
は
立
体
的
形
状
若

し
く
は
こ
れ
ら
の
結
合
又
は
こ
れ
ら
と
色
彩
と
の
結
合
（
標
章
）
で

あ
っ
て
、
業
と
し
て
商
品
を
生
産
等
す
る
者
が
そ
の
商
品
に
つ
い
て

使
用
を
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
業
と
し
て
役
務
を
提
供
等
す
る
者
が

そ
の
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の
を
い
う
（
商
標
法
二
条
一

項
）。
Ｙ
標
章
一
は
、「M

on chouchou

」
と
い
う
文
字
と
花
の
図

形
部
分
か
ら
な
る
の
で
あ
っ
て
、
結
合
商
標
と
し
て
考
え
る
こ
と
は

妥
当
で
あ
る
。

　

本
判
決
が
引
用
す
る
平
成
二
〇
年
九
月
八
日
最
高
裁
判
決
は
、
上

告
人
商
標
「
つ
つ
み
の
お
ひ
な
っ
こ
や
」
と
被
上
告
人
商
標
「
つ
ゝ

み
」
お
よ
び
「
堤
」
と
の
間
で
類
否
が
争
わ
れ
た
審
決
取
消
訴
訟
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
最
高
裁
判
決
は
、
複
数
の
構
成
部
分
を

組
み
合
わ
せ
た
結
合
商
標
と
解
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
商
標
の
構

成
部
分
の
一
部
を
抽
出
し
、
こ
の
部
分
だ
け
を
他
人
の
商
標
と
比
較

し
て
商
標
そ
の
も
の
の
類
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
そ
の
部
分
が
取

引
者
、
需
要
者
に
対
し
商
品
又
は
役
務
の
出
所
識
別
標
識
と
し
て
強

く
支
配
的
な
印
象
を
与
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
や
、
そ
れ
以

外
の
部
分
か
ら
出
所
識
別
標
識
と
し
て
の
称
呼
、
観
念
が
生
じ
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
な
ど
を
除
き
、
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

る
と
判
示
し
た
。

　

こ
の
平
成
二
〇
年
九
月
八
日
最
高
裁
判
決
は
、
昭
和
四
三
年
二
月

二
七
日
の
氷
山
事
件
最
高
裁
判
決
（
民
集
二
二
巻
二
号
三
九
九
頁
）

を
引
用
し
て
お
り
、
そ
の
考
え
方
を
結
合
商
標
に
当
て
は
め
た
際
の

基
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

氷
山
事
件
最
高
裁
判
決
は
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。
す
な
わ

ち
、
商
標
の
類
否
は
、
対
比
さ
れ
る
両
商
標
が
同
一
又
は
類
似
の
商

品
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
、
商
品
の
出
所
に
つ
き
誤
認
混
同
を
生
ず

る
お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

は
、
そ
の
よ
う
な
商
品
に
使
用
さ
れ
た
商
標
が
そ
の
外
観
、
観
念
、

称
呼
等
に
よ
っ
て
取
引
者
に
与
え
る
印
象
、
記
憶
、
連
想
等
を
総
合

し
て
全
体
的
に
考
察
す
べ
く
、
し
か
も
そ
の
商
品
の
取
引
の
実
情
を

明
ら
か
に
し
う
る
か
ぎ
り
、
そ
の
具
体
的
な
取
引
状
況
に
基
づ
い
て

判
断
す
る
の
を
相
当
と
す
る
。
た
だ
し
、
商
標
の
外
観
、
観
念
又
は

称
呼
の
類
似
は
、
そ
の
商
標
を
使
用
し
た
商
品
に
つ
き
出
所
の
誤
認

混
同
の
お
そ
れ
を
推
測
さ
せ
る
一
応
の
基
準
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ

て
、
右
三
点
の
う
ち
そ
の
一
に
お
い
て
類
似
す
る
も
の
で
も
、
他
の

二
点
に
お
い
て
著
し
く
相
違
す
る
こ
と
そ
の
他
取
引
の
実
情
等
に

よ
っ
て
、
な
ん
ら
商
品
の
出
所
に
誤
認
混
同
を
き
た
す
お
そ
れ
の
認

め
が
た
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
類
似
商
標
と
解
す
べ
き
で
は

な
い
。

　

氷
山
事
件
最
高
裁
判
決
は
、
登
録
審
査
に
つ
い
て
の
商
標
の
類
否
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判
断
を
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
商
標
権
侵
害
事
件
に
お
い

て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（
最
判
平
成
四
年
九
月
二
二
日
判
時
一
四
三

七
号
一
三
九
頁
「
大
森
林
事
件
」、
最
判
平
成
九
年
三
月
一
一
日
民

集
五
一
巻
三
号
一
〇
五
五
頁
「
小
僧
寿
し
事
件
」）。

　

た
だ
し
、
氷
山
事
件
最
高
裁
判
決
は
、
外
観
、
観
念
、
称
呼
の
類

似
は
一
応
の
基
準
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一

つ
が
類
似
し
て
い
て
も
、
他
の
二
つ
が
著
し
く
相
違
す
る
と
い
う
特

殊
な
場
合
に
非
類
似
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
導
く
た
め
の
表
現
で
あ

る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
外
観
、
観
念
、
称
呼
の
三
つ
の
う
ち
、
ど

れ
か
一
つ
か
が
類
似
し
て
い
れ
ば
類
似
と
な
る
の
が
通
常
で
あ
る
。

　

本
判
決
は
、
Ｙ
標
章
一
の
図
形
部
分
は
、
花
と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
モ
チ
ー
フ
を
使
用
し
た
デ
ザ
イ
ン
で
あ
っ
て
、
出
所
表
示
と

な
る
よ
う
な
特
段
の
意
味
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い

し
、
Ｙ
の
使
用
す
る
標
章
に
一
律
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な

い
と
し
て
、
Ｙ
標
章
一
は
、
全
体
が
一
つ
の
マ
ー
ク
と
し
て
認
識
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
図
形
部
分
は
飾
り
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
、
図
形
部
分
か
ら
は
、
出
所
識
別
標
識
と
し
て
の
称
呼
、
観

念
は
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
Ｙ
標
章
一
の
要
部
で
あ
る

『M
on chouchou

』
の
部
分
だ
け
を
抽
出
し
、
本
件
商
標
と
比
較

し
て
類
否
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
判
決
は
、
平
成
二
〇
年
九
月
八
日
最
高
裁
判
決

が
い
う
結
合
商
標
の
類
否
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
商
標
の
構
成
部

分
の
一
部
を
抽
出
し
、
こ
の
部
分
だ
け
を
他
人
の
商
標
と
比
較
し
て

商
標
そ
の
も
の
の
類
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
例
外
的
場
合
、

す
な
わ
ち
、
そ
の
構
成
部
分
が
取
引
者
、
需
要
者
に
対
し
商
品
又
は

役
務
の
出
所
識
別
標
識
と
し
て
強
く
支
配
的
な
印
象
を
与
え
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
場
合
や
、
そ
れ
以
外
の
部
分
か
ら
出
所
識
別
標
識
と

し
て
の
称
呼
、
観
念
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
一
つ
の
事

例
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

四　

Ｙ
標
章
二
な
い
し
四
は
、
Ｙ
の
著
名
な
略
称
を
普
通
に
用
い

ら
れ
る
方
法
で
表
示
し
た
も
の
か
が
、
争
点
四
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
Ｙ
は
、
抗
弁
と
し
て
、
商
標
法
二
六
条
一
項
一
号
の
適

用
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
号
は
、
自
己
の
肖
像
又
は
自
己
の

氏
名
若
し
く
は
名
称
若
し
く
は
著
名
な
雅
号
、
芸
名
若
し
く
は
筆
名

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
著
名
な
略
称
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表

示
す
る
商
標
に
は
、
商
標
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
を
定
め
る
が
、

こ
の
「
著
名
な
略
称
」
に
Ｙ
各
標
章
が
該
当
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

　

株
式
会
社
は
、
商
号
中
に
株
式
会
社
と
い
う
文
字
を
用
い
な
け
れ

ば
な
ら
ず
（
会
社
法
六
条
二
項
）、
Ｙ
の
商
号
は
、「
株
式
会
社
モ
ン

シ
ュ
シ
ュ
」
と
な
る
。
そ
の
た
め
、「
株
式
会
社
」
を
除
い
た
「
モ

ン
シ
ュ
シ
ュ
」
で
は
、「
自
己
の
…
…
名
称
」
に
は
該
当
せ
ず
、
商
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標
法
二
六
条
一
項
一
号
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、「
モ
ン
シ
ュ

シ
ュ
」
が
「
著
名
な
略
称
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

判
決
は
、
Ｘ
提
訴
時
の
新
聞
報
道
の
見
出
し
で
、「
モ
ン
シ
ュ

シ
ュ
」
よ
り
も
「
堂
島
ロ
ー
ル
の
会
社
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て

い
た
こ
と
や
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
取
り
入
れ
て
、「
モ
ン
シ
ュ

シ
ュ
」
が
著
名
で
は
な
い
と
し
た
。

　

略
称
に
限
ら
ず
、
商
標
、
商
号
等
の
名
称
が
周
知
で
あ
る
、
著
名

で
あ
る
、
と
い
う
事
実
状
態
を
立
証
す
る
に
は
多
大
な
労
力
が
必
要

で
あ
る
。
そ
の
立
証
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

少
な
く
な
く
、
と
く
に
、
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
一
号
二
号
に

関
す
る
議
論
が
多
い
。
し
か
し
、
周
知
性
要
件
等
に
つ
い
て
は
規
範

的
な
判
断
が
決
め
手
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
活

用
が
効
果
的
な
主
張
、
立
証
方
法
に
な
る
場
面
は
限
定
的
な
も
の
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
（
小
野
昌
延
編
著
『
新
・
注

解
不
正
競
争
防
止
法
〔
新
版
〕（
上
巻
）』
二
九
一
頁
［
芹
田
幸
子
＝

三
山
峻
司
］）。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
そ
の
手
法
に
よ
っ
て
結
果
が
異
な
る

も
の
で
あ
り
、
両
当
事
者
と
も
に
、
自
ら
に
有
利
な
も
の
を
証
拠
と

し
て
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
結
果
を
そ
の
ま
ま
採
用
す

る
こ
と
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

商
標
法
に
お
い
て
も
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
斟
酌
し
た
判
決
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
前
掲
小
僧
寿
し
事
件
の
第
一
審
（
高
知
地
判
平
成

四
年
三
月
二
三
日
民
集
五
一
巻
三
号
一
一
四
八
頁
。
高
松
高
判
平
成

六
年
三
月
二
八
日
民
集
五
一
巻
三
号
一
二
二
二
頁
も
踏
襲
）
で
は
、

雑
誌
等
マ
ス
コ
ミ
が
行
っ
た
知
名
度
ア
ン
ケ
ー
ト
を
斟
酌
し
た
。
た

だ
し
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
著
名
性
の
判
断

に
お
け
る
一
要
素
に
過
ぎ
な
い
。
同
判
決
は
、
他
に
も
、
売
上
高
、

シ
ェ
ア
率
と
業
界
順
位
、
新
聞
等
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
、
受
賞
歴
、

強
力
な
宣
伝
広
告
活
動
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、「
小
僧
寿
し
」

と
い
う
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
の
略
称
が
著
名
で
あ
る
と
し
た
。

ま
た
、
衣
服
の
商
標
の
類
似
性
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
（
東
京
地
判

平
成
九
年
三
月
三
一
日
判
時
一
六
〇
〇
号
一
三
七
頁
）
で
は
あ
る
が
、

両
当
事
者
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
、
被
告

側
提
出
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が
そ
の
手
法
に
不
備
が
あ
る
と
し
て
採

用
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
も
あ
る
。

　

本
件
で
は
、
両
当
事
者
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が
提
出
さ
れ
て
い

る
が
、
小
僧
寿
し
事
件
の
場
合
と
異
な
り
、
そ
の
結
果
が
「
モ
ン

シ
ュ
シ
ュ
」
の
著
名
性
判
断
の
主
要
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
手
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
（
少
な
く

と
も
判
決
文
上
で
は
）
吟
味
す
る
こ
と
な
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
意
味
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が
著
名
性
判
断
の
重
要
な
要
素
と

な
っ
た
点
は
、
本
判
決
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
に
お
い
て
、
他
社
有
名
洋
菓
子
ブ
ラ
ン
ド
と
比
較
し
て
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「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
の
知
名
度
が
低
く
、
こ
の
程
度
で
著
名
で
あ
る

と
は
言
え
な
い
と
い
う
結
論
は
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
と
く
に
今
回
の
よ
う
に
知
名
度
に
関
し
て
低
い

値
が
出
た
場
合
）
だ
け
で
著
名
性
の
有
無
が
明
確
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
も
な
い
。
上
記
の
小
僧
寿
し
事
件
第
一
審
判
決
の
よ
う
に
、
著

名
性
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
や
新

聞
報
道
に
お
け
る
「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
の
取
り
扱
わ
れ
方
に
加
え
、

売
上
高
、
シ
ェ
ア
率
と
業
界
順
位
、
受
賞
歴
、
強
力
な
宣
伝
広
告
活

動
等
も
考
慮
に
入
れ
た
多
角
的
な
総
合
的
判
断
を
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
っ
た
事
案
で
あ
ろ
う
（
も
っ
と
も
、
Ｙ
か
ら
、
小
僧
寿
し
事
件

第
一
審
判
決
の
よ
う
な
多
種
多
様
な
著
名
性
を
立
証
す
る
事
実
が
主

張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。）。

　

五　

Ｘ
の
請
求
は
権
利
濫
用
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
の
が
、

争
点
七
で
あ
る
。

　

Ｙ
は
、
①
Ｘ
の
権
利
行
使
が
速
や
か
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、

②
「
モ
ン
シ
ュ
シ
ュ
」
は
一
般
に
Ｙ
の
店
舗
名
と
し
て
認
知
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
③
Ｘ
が
Ｙ
各
標
章
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
し
て
い
る
こ
と
な

ど
を
理
由
に
、
Ｘ
の
請
求
が
権
利
濫
用
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

本
判
決
は
、
平
成
二
年
七
月
二
〇
日
の
ポ
パ
イ
事
件
最
高
裁
判
決

を
引
用
し
、
登
録
商
標
の
商
標
権
者
で
あ
っ
て
も
、
登
録
商
標
の
商

標
権
の
侵
害
を
主
張
す
る
こ
と
が
、
客
観
的
に
公
正
な
競
争
秩
序
を

乱
す
場
合
は
、
権
利
の
濫
用
に
当
た
り
許
さ
れ
な
い
と
述
べ
た
が
、

結
論
と
し
て
は
、
Ｙ
の
主
張
を
退
け
た
。

　

理
由
②
に
つ
い
て
は
、
争
点
四
に
お
い
て
著
名
性
が
な
い
と
い
う

判
断
で
あ
る
以
上
、
退
け
る
こ
と
は
論
理
的
に
当
然
の
結
論
で
あ
る
。

　

理
由
①
に
つ
い
て
、
判
決
は
、
三
年
と
い
う
期
間
が
決
し
て
長
過

ぎ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
事
実
上
、
本
件
商
標
の
使
用
中
断
が

一
年
で
あ
り
、
問
題
が
な
い
旨
を
述
べ
た
。

　

こ
の
点
、
登
録
後
三
年
以
上
不
使
用
の
状
態
で
あ
る
商
標
の
商
標

権
者
が
差
止
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
権
利
濫
用
に
な
る
か
が
争

わ
れ
た
事
例
が
あ
る
（
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
二
月
一
二
日
判
時
一

二
七
二
号
一
二
七
頁
「
ヴ
ォ
ー
グ
事
件
」）。
こ
の
ヴ
ォ
ー
グ
事
件
に

お
け
る
商
標
権
者
は
、
当
該
商
標
の
出
願
後
間
も
な
く
発
生
し
た
無

許
諾
の
使
用
者
に
対
す
る
対
策
と
し
て
仮
処
分
申
請
を
再
三
提
起
し

登
録
後
も
仮
処
分
決
定
を
得
て
い
る
事
情
と
、
商
標
権
者
が
商
品
化

事
業
の
発
足
に
つ
い
て
は
無
許
諾
の
使
用
者
の
存
在
が
障
害
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
の
で
留
保
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

権
利
濫
用
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

　

Ｘ
は
、
一
年
間
の
中
断
は
あ
っ
た
も
の
の
、
本
件
商
標
の
使
用
を

し
て
き
て
い
る
。
上
記
の
ヴ
ォ
ー
グ
事
件
と
比
較
し
て
、
商
標
権
者

と
し
て
、
商
標
の
使
用
を
促
進
し
、
そ
の
グ
ッ
ド
ウ
イ
ル
、
顧
客
吸

引
力
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
努
力
を
重
ね
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
判
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決
は
妥
当
で
あ
る
。

　

理
由
③
に
つ
い
て
は
、
理
由
②
が
前
提
と
し
て
肯
定
さ
れ
て
初
め

て
主
張
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
理
由
②
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
以

上
、
理
由
③
を
退
け
た
判
決
の
結
論
も
妥
当
で
あ
る
。諏

訪
野
　
大
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Y標章目録

（別紙）

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、
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一、 モンシュシュ堂島本店 大阪市〈以下略〉

二、 モンシュシュ肥後橋店 大阪市〈以下略〉

三、 モンシュシュ南堀江店 大阪市〈以下略〉

四、 モンシュシュ阪急百貨店うめだ本店 大阪市〈以下略〉

五、 モンシュシュ名古屋伏見店 名古屋市〈以下略〉

六、 モンシュシュ・ミッドランドスクエア店 名古屋市〈以下略〉

七、 大丸百貨店東京店　ベビーモンシュシュ 東京都千代田区〈以下略〉

八、 モンシュシュ・ラゾーナ川崎プラザ店 川崎市〈以下略〉

九、 モンシュシュ日本橋三越店 東京都中央区〈以下略〉

一〇、 モンシュシュ銀座三越店 東京都中央区〈以下略〉

一一、 モンシュシュ東急百貨店本店 東京都渋谷区〈以下略〉

一二、 モンシュシュ広島三越店 広島県広島市〈以下略〉

一三、 モンシュシュ大丸札幌店 北海道札幌市〈以下略〉

一四、 モンシュシュ札幌円山店 北海道札幌市〈以下略〉

一五、 モンシュシュ　スール羽田空港第１旅客ターミナル 東京都大田区〈以下略〉

一六、 ルシェルモンシュシュ 東京都大田区〈以下略〉

一七、 ベビーモンシュシュ大丸梅田店 大阪市〈以下略〉

Y店舗目録

（別紙）


